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研究成果の概要（和文）：  家事紛争の中でも未成年の子のいる夫婦の紛争は、当事者の葛藤の程度に応じて3段階に
分けることができる。葛藤が低い場合には、情報の提供や相談対応で、合意解決の可能性があり、中程度の場合には、
家裁の家事調停において、調停委員や家裁調査官の働きかけによって合意解決の可能性がある。ＤＶや児童虐待など高
葛藤の場合には、家裁の裁判官が当事者を説得し、再度の和解や付調停により合意解決を図るとともに、監視付き面会
交流など公的な場所、機関によるサポートや養育費の強制的な取り立てなど裁判所がコントロールする。当事者の合意
による解決を促進する仕組みを葛藤の段階に対応して設けることが必要である。

研究成果の概要（英文）：Family problem, especially of a couple with children can be divided a class into t
hree level according to conflicts.  In low conflict case the person concerned can settle problems by infor
mation and conference, in middle conflict case, by appealing by members of family mediation and family inv
estigate officer. In high conflict case, such as DV or child abuse, a family court judge have to persuade 
the person concerned to accept reconciliation or mediation, give a court oder of supervised visitation at 
public space and collect the expense of bringing up child compulsory. We have to construct the system to p
romote settling family problems by consent of the person concern.
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１．研究開始当初の背景 
 現代日本社会が直面しているＤＶ・児童虐
待、離婚に伴う子どもの奪い合い、別居・離
婚後の親子の交流、国際結婚・離婚から生ず
る問題などは、法の適用判断を中心とした従
来型の紛争解決システムでは適切に対応で
きない。当事者が危機を乗り越え再生を図る
ことを支援する視点からの制度改革が必要
とされ始めている。例えば、当事者の紛争解
決に向けた主体的な意思を引き出し、支援す
る視点から、相談・調停など紛争解決の場に
おける臨床心理的手法の利用、臨床心理士・
カウンセラーなどの専門家や福祉機関・支
援・自助団体等との連携を含めた、柔軟で総
合的な対応システムの構築が不可欠となっ
ている。 
 本研究は、上記のような法学・社会的背景
の下、平成 17 年度基盤研究（Ａ）「多様化
し複雑化する国際家族紛争に対応する国際
家事手続法制の整備に関する調査研究」（研
究代表・渡辺惺之）の研究実施の過程で得ら
れた認識、国内外の研究者ネットワークに基
づき、他方、民事法・臨床心理の協働の視点
からの成果である、二宮周平・村本邦子編『法
と心理の協働～女性と家族をめぐる紛争解
決へ向けて』（2006 年、不磨書房）の主要な
研究者グループの法学と臨床心理学との融
合的な研究実績を踏まえて、問題解決に向か
う当事者を家事紛争解決モデルのユーザー
と見る当事者支援の視点に立ったものであ
り、研究開始当時、他に例のない独創性に富
むものであった。 
 なお本研究代表者を中心とする法学・臨床
心理学の研究者は、異分野融合による方法的
革新を目指した人文・社会科学研究推進事業
（平 21～24 年度）「現代型家族問題に対す
る法と臨床心理学の融合的視点からの解決
モデルの提案」についても採択されてお。り、
2 つの研究を併行・総合しながら行うことが
可能な環境にあった。 
２．研究の目的 
  当事者が危機を乗り越え、家族関係の修
復・再生を図ることを支援する視点からの紛
争解決モデルの構築を目的とする。そのため
に、当事者の紛争解決に向けた主体的な意思
を引き出し、支援することが不可欠であり、
法的な情報の提供、法的あるいは心理的、福
祉的な相談対応、家事調停における調停委
員・家裁調査官の働きかけ、臨床心理士・カ
ウンセラーなどの専門家及び福祉機関、支
援・自助団体等との連携などを含む、柔軟で
総合的な対応システムを追求する。 
 具体的な紛争事例としては、別居・離婚後
の親子関係、特に養育費の分担と面会交流、
国際的な子の奪取、ＤＶ・虐待の被害者保
護・加害者対応を取り上げ、共同親権やハー
グ条約批准の法整備課題及び求められる家
事事件手続の構造も明らかにする。 
 

３．研究の方法  
 テーマと対象から、３つのグループに分け、
中心となって研究を実施するチームを編成
した。Ａチームは、家族問題に関する主とし
て裁判外の支援システムの研究、Ｂチームは、
国内・渉外を含む家族法制度の改革の検討、
Ｃチームは、国内・渉外を合わせた家事手続
法の改革の検討である。それぞれのチームに
家族実体法、家事手続法、国際私法、弁護士
等実務家、臨床心理・家族社会学等の研究者
を混成配置し、チームごとの研究会、３チー
ム合同の研究会を開催しながら、研究目的へ
向けて進めることとした。なお後掲の６に記
載した連携研究者に加えて、研究協力者とし
て、小川富之氏（近畿大学法学部教授、オー
ストラリア法）、榊原富士子氏（弁護士）、
桑田道子氏（面会交流支援団体 Vi-Project
代表）を加え、後掲の国外調査に参加しても
らった。 
 紛争の合意解決の支援は、欧米の主要国で
はメインストリームとなっており、研究者ネ
ットワークを用いて、ドイツ、オーストリア、
カナダ、オーストラリアの訪問調査を行うこ
と、また協議離婚制度改革により父母の合意
解決を促進した韓国、日本より一足早く家事
事件法を改正施行している台湾についても、
日本法の影響が強い中、本研究テーマについ
て改革を先行していることを重視して、訪問
調査の対象とした。 こうした訪問調査を行
う際には、事前に当該国の研究者を招聘して
国内で研究会を開き、訪問調査の課題や訪問
先についてアドバイスを受ける方式を採っ
た。その結果、短期間で充実した調査を行う
ことができた。 
４．研究成果 
 (1)海外訪問調査  
 2010 年度は、2010 年 9月 12 日～19日、ド
イツのコッヘム家裁、ハイデルベルグ家裁、
シュトゥットガルト高裁、ミュンヘン家裁を
訪問し、子の配慮権、面会交流、養育費など
子の監護に関する紛争に関して父母の合意
による解決を促進する裁判所の取組み（コッ
ヘム・モデル、新家事事件手続法）を調査し
た。コッヘムではコッヘムモデルの創始者で
あるルドルフ氏に裁判官・弁護士・州法務大
臣・臨床心理学者とのワークショップ、シュ
トゥットガルトではビスマイヤー判事のア
レンジにより裁判官、メディエーター、心理
鑑定士との研究会を開催してもらった。また
同年 11 月 27、28 日、国立台湾大学にて台日
家族法研究会を開催し、国際的な子の奪取に
関する台日の判例研究などの検討を行った。 
 2011年度は、2012年 2月 29日～3月 6日、
ドイツのシュトゥットガルトとウィーンを
訪問し、シュトゥットガルトでは、州司法省
にてペアレンティング・プラン導入の計画、
少年局、子ども保護連盟、レオンベルク心理
相談所にて父母子に対する相談対応、面会交
流の支援、父母の心理相談の実際、手続補佐



人へのヒアリングなどを行い、合意解決の促
進と当事者支援のための各機関の連携のあ
り方を知ることができた。ウィーンでは、ウ
ィーン大学の家族法・国際私法研究者から家
族法、家事事件手続法の改正動向をヒアリン
グし、クリーグラー弁護士から父母の合意に
よる解決を促進する上での課題とハーグ条
約のオーストリアにおける実施状況をヒア
リングした。 
 2012 年度は、2012 年 12 月 24～25 日、ベ
トナム・ハノイにて、ハン教授のアレンジに
より、家庭裁判所訪問（裁判を実際に傍聴）、
ハノイ大学で裁判官、地域法務委員会委員、
弁護士、研究者によるセミナーを行い、社会
主義体制の下で確立した地域や家裁におけ
る合意解決の仕組みを知ることができた。
2013 年 2月 25 日～3月 1日、ウィーンにて、
少年福祉局における養育費分担支援のシス
テム、訪問カフェにおける面会交流支援の実
際、司法省家族法改正担当者（裁判官）によ
る法改正のねらいと課題、公証人・弁護士へ
のヒアリングなどを行い、父母が直接交渉し
なくてすむ養育費支払い、父母が高葛藤の場
合でも、子のために面会交流を保障していく
仕組みなど、家事紛争解決のための当事者支
援システムのあり方を知ることができた。な
おウィーン大学では、私たち研究チームの成
果報告の研究会を開催した。 
 2013 年度は、2013 年 11 月 17 日～24 日、
カナダ・オンタリオ州のトロント市、ブラン
トフォード市、ロンドン市を訪問し、監督付
面会交流支援に関して、オンタリオ州法務部
（Ministry of Attorny General）、ダルハ
ウジー・プレイス、メリーマウント面会交流
センター、トロント・両親と子どもアクセ
ス・センターを訪問し、その仕組みと実情に
ついてヒアリング、見学し、子どもの弁護士
事務所（Office of the Children's Lawyer）
で子どもの声を聴く必要性とその仕組み、実
情についてヒアリング、トロント家庭裁判所
にて父母の合意形成による解決を支援する
取組みについてヒアリング、子ども・家族セ
ンター、トロント大学及びキングス大学の研
究者から、監視付面会交流の沿革、各機関の
連携、教育プログラムや子どもの声を聴くこ
との必要性などについてヒアリングをした。
また 2013 年 8月 5日～9日、2014 年 3月 10
日～12 日、ソウル、全北市などを訪問し、別
居・離婚後の親子の交流を促進するツールと
なっている「養育手帳」の利用者へのヒアリ
ング、ソウル家裁における離婚案内（子女養
育案内）の見学、家庭暴力関連相談所にて加
害者治療・矯正プログラムの実際と面会交流
の保障などのヒアリングを行った。さらに
2014 年 3月 1日～4日、台中市、台北市を訪
問し、家事事件法に関する台日比較の研究会、
台湾の同法制定に関わった研究者・裁判官へ
のヒアリング、新北市地方法院家庭部にて新
法施行後の運用状況について裁判官からヒ
アリングと見学を行った。 

 (2) 海外の研究者・実務家を招聘しての公
開研究会ないし国際シンポジウム  
 2010 年度は、2010 年 4月 29、30 日、ミヒ
ャエル・ケスター教授、ダグマー・ケスター・
バルチン教授によるドイツ家族法、新家事事
件手続法、国際私法のテーマに関する４つの
研究会を開催した（成果の一部は５の発表論
文参照、以下同じ）。 
 2011 年度は、2011 年 11 月 19、20 日、ブ
リギット・カップ博士（心理鑑定士）による
臨床心理を中心とする家族支援及び子の意
思の把握に関する研究会、ワークショップを、
2012 年 1 月 13 日、ハノイ国立大学のハン教
授によるベトナムにおける離婚と子の権利、
ファミリーバイオレンス対応に関する研究
会を開催した。 
 2012 年度は、2012 年 4月 6、7日、シュト
ゥットガルト高裁判事であるシュテーサー
氏、ビスマイヤー氏によるコッヘムモデルの
課題、新家事事件手続法の運用に関する研究
会、ハム家裁で国際家事事件を専門にしてい
るエルプ・クリューネマン判事のよるハーグ
子の奪取条約に関する子の返還実務、国際家
事調停の実際に関するシンポジウムを開催
した。また 5 月 20 日、ソウル家裁の専門調
査官である宋賢鐘氏による夫婦間の合意形
成、離婚後の親子の交流支援の実際に関する
研究会、9月 17、18 日、ウィーン大学のフィ
ッシャー＝チェルマーク、ベーム、フェアシ
ュレーゲン教授によるオーストリア家族
法・家事事件手続法の改正動向と課題、ハー
グ子の奪取条約の実務に関するシンポジウ
ム、10 月 31 日、フランスの弁護士であり、
メディエーターであるラリュー氏によるフ
ランスにおける家事事件手続とメディエー
ションに関する研究会を開催した。 
 2013 年度は、2013 年 4 月 8 日、マイヤー
ＬＳ教授によるアメリカにおける子の監護
裁判における子の引き渡しと虐待に関する
研究会、9月 8日、ガリーグ・パリ大学講師、
ランション・ルーヴァンカトリック大学教授
による同性婚・パートナーシップ法制・事実
婚の3元構造の原則とその背景に関するシン
ポジウム、2014 年 2 月 18 日、宋調査官によ
る韓国に於ける親教育の実際（ＤＶＤの視聴
を含む）に関する研究会を開催した。 
 以上の公開研究会ないしシンポジウムに
は、研究者の他、家裁裁判官、家裁調査官、
家事調停委員、最高裁家庭局あるいは法務省
参事官室の裁判官、弁護士、民間の面会交流
支援機関のスタッフ、臨床心理士など多数の
参加があり、当日の議論などから本研究の目
的の１つである連携と協働をいくらか実現
できたと評価している。 
 なお各期において海外調査報告の研究会、
および 2012 年 1月 13 日、面会交流支援団体
代表の桑田道子氏、応用人間科学科の団士郎
教授による臨床心理と法の協働に関する公
開の研究会、2012 年 8 月 26 日、離婚後の面
会交流の問題の多様性と望まれる法システ



ムに関する公開のセミナーを開催した。 
 (3) 得られた研究成果及び知見  
 得られた研究成果は各チームの研究者・実
務家が論文や学会報告などで適宜、公表して
いるが、要約すれば、次のようになる。 
 欧米諸国の場合、離婚は裁判所の判決によ
ってなされる。裁判離婚の原因は婚姻の破綻
であり、それを証明するものとして一定期間
の別居が必要である。別居に際して、子ども
の主たる養育者（住む家）、養育費の分担、
別居親との交流について合意をしなければ、
別居とは認められないことから、父母は、弁
護士や相談機関で情報提供を受け、上記事項
について相談しながら、合意形成に努力する。
韓国には協議離婚制度があるが、日本とは異
なり、家庭裁判所において離婚意思の確認を
得なければならない。その申請をした時に、
子どものいる夫婦の離婚の場合、裁判所内で
子の養育案内を受け、その時点から 3か月以
内に、親権者、主たる養育者、養育費の分担、
別居親との面会交流について合意し、その内
容を明記した協議書を提出しなければ、協議
離婚をすることができない。 
 このように合意形成を事実上、強制する制
度を背景に、適切な情報提供、当事者の視点
に立った相談機関対応があり、その過程で子
の気持ちや意思を反映することが可能にな
っている。 
 上記の対応は、夫婦間の葛藤が低い場合で
あり、葛藤が中程度以上であれば、自分たち
だけで合意解決をすることは難しい。そこで
家庭裁判所に申し立てて、裁判官の指示ない
し命令を受けながら、解決に向かうことにな
るが、訪問したドイツ、オーストリア、カナ
ダでは、裁判所の審理が始まっても、なお相
談所やメディエーションを推奨して、合意に
よる解決を志向する。弁護士も子の利益を重
視し、いたずらに紛争をあおらない。手続補
佐人あるいは子どもの弁護士が子の利益や
子の声を代弁する。韓国では家事調停におい
てもなお養育案内の受講、専門機関への相談
などを推奨する。子どものことは父母が一番
知っているから、子どものために何ができる
かの視点に立つことによって、対立から調整
へと家事紛争の本質が転換することになる。
そのために当事者の合意形成を促進しよう
としているのである。 
 他方、ＤＶや児童虐待など葛藤が高い場合
には、裁判官のコントロールが不可欠であり、
他方で、子の利益のために監視付の面会交流
を公的な機関・場所において、訓練を受けた
専門家の立ち会いの下に実施する。養育費に
ついては、立て替え給付や合意に執行力を付
与するなど、強制力を持たせて、履行を促す
など、合意内容の履行を確保する仕組みがあ
る。 
 これに対して、日本の場合には、協議離婚
は当事者任せであり、養育費や面会交流につ
いて合意しなくでも離婚ができ、単独親権制
度の下、親権の帰属をめぐって家事調停・審

判で対立をより激化する結果となり、離婚後
の面会交流の実施が困難となるなど、子の利
益を守るための仕組みが不十分である。ＤＶ
の場合に、被害者や子の利益を守りながら、
養育費の分担や面会交流を実現する仕組み
が乏しい。家庭裁判所と裁判外の機関との連
携も実績に乏しい。 
 しかし、2011 年家事事件手続法が成立し
（2013 年 1月施行）、子どもの手続代理人や
子の意思の把握と尊重が規定化され、家裁実
務では調査官が早期に子どもの意思を把握
するよう調査を開始し、面会交流が子の利益
に反すると認められる特段の事情がない限
り、父母が面会交流の具体的な実施要領を作
成する過程で、相互の不信や恐怖感を軽減し、
子のために協力できるように裁判官も関与
しながら調停を進める方向性が出ている。養
育費相談センターや面会交流支援のための
専門機関が民間ベースで立ち上がり、活動を
開始している。また 2013 年、国際的な子の
奪取に関するハーグ条約の批准と実施のた
めの国内法の施行により、家事調停のあり方
や単独親権の法制などの見直しが課題とな
り、まさに本研究の目的、家事紛争の合意に
よる解決の促進が社会的に求められる状況
にある。 
 上述した本研究の成果を公表、発信するこ
とによって、社会的な要請に応えてきたい。
まず公表に関しては、日本加除出版から本科
研の各チームと科研外のメンバー（弁護士、
家裁調査官、子どものピアサポート団体代表
など）よる『離婚紛争の合意による解決の支
援と子どもの意思の尊重』、信山社から海外
調査や研究会報告など資料を中心とした『子
どもと離婚～合意による解決と履行の支援
～各国の取り組みから』を 2014 年度中に刊
行予定であり、現在、編集作業中である。 
 (4) 今後の課題  
 家事紛争の解決手法は父母の葛藤の程度
に対応する必要がある。日本では、低葛藤の
場合、協議離婚の際の情報提供、相談対応が
必要である。2014 年 4月から明石市でその取
り組みが始まり、各自治体も関心を持つ状況
になっている。葛藤が中程度の場合、家事調
停において調査官が早期に関与し、子の声を
反映させ、調停委員や調査官が父母に働きか
けることが重要である。すでに実務はその方
向に進んでいるが、公的な面会交流の場がな
いこと、養育費の立て替え精度がないことな
ど、合意を支える仕組みが欠かせない。高葛
藤の場合には、監視付きの面会交流の実施、
加害者の矯正・治療プログラムの受講の義務
づけなど諸外国の取組みを参考に制度を創
設する必要がある。 
 幸い 2014 年度の科研費基盤Ｂに採択され
たので、合意による解決の支援として、協議
離婚の際の自治体をベースにした取り組み
への協働（養育手帳やパンフレット作成な
ど）、裁判所外の相談機関の拡充と機関間の
連携、国際的な子の奪取事案にも対応できる



家事調停制度の改革（全件調停前置主義、別
席調停、非専門家調停委員など日本独自のシ
ステムの検討も含む）などについて、引き続
きチームを組んで研究に取り組み予定であ
る。 
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